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第13回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３０年６月２５日（月）午後１時３０分から午後３時９分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２３名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14番 水品 直子 20番 古髙  悟 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15番 村山 幸夫 22番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10番 須藤 英雄 
 

24番 富井 公一 

５番 柳   茂 11番 佐藤 三代治 18番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13番 近藤 正男 19番 上原 貞俊  

欠席委員 17番 水品 正幸 

   

②推進委員（招集委員 １１名） 

３番 長津 高吉 20番 水品 成良 28番 山賀 巳喜夫 
 

12番 佐野 幸男 21番 村山 進一 30番 宮原 大樹 33番 江口 隆雄 

 24番 山田 正進 31番 髙橋 清一  

欠席委員 18番 山家 勝一、32番 村山 浩一 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 新潟県農業会議からの平成３０年５月分の答申について 

報告第２号 農地法第１８条６項の規定による通知について (3件) 

報告第３号 農地転用事実確認願いについて (7件) 

報告第４号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (8件) 

報告第５号 農地利用配分計画について (新潟県農林公社 8件) 

    

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請（買受適格者証明）について（1件） 

議案第２号 農地法の許可に対する事業計画変更承認申請について（1件） 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（9件） 



2 
 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について（1件） 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について (9件) 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第６号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（31件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第７号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桒原  茂 川 西事務所 主  任  上村 和輝 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 係  長  柳  高浩 

本    局 係  長  上村  大 松 代事務所 臨時職員  宮澤真奈美 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

十日町事務所 主  任  宮澤 国彦  

 

６．会議の内容 

   別紙の通り 
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７．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第13回農業委員会総会を開催いたします。 

     本日の出席状況ですが、18番委員から欠席という連絡が入っている以外、皆

さん出席でございますので、23名の出席ということで第13回総会が成立するこ

とを宣言いたします。 

     それでは、議事録署名委員の選出ですが、皆様いかがでしょう。議長に一任

願えれば幸いですが。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、ご承認ありがとうございます。 

     では、議事録署名委員を指名させていただきます。第13回総会議事録署名委

員は、24番委員と１番委員のご両名からお願いいたします。 

     あわせて、記録は事務局に一任願えれば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように進めさせていただきます。 

     では、議案に入ります。日程第２、農地法等の規定に基づく報告についてで

ございます。報告事項は第１号から第５号までございますが、全ての報告が終

わった後にご質問、ご意見等をいただくという方向で進めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

     それでは、事務局より報告をお願いいたします。 

     【報告第１号～第５号説明】 

村山議長 では、ただいま事務局より報告ございましたが、第１号から第５号について

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、では日程第３、議案第１号「農地法第５条

の規定による許可申請（買受適格者証明）について」、１件の申請が出されて

おりますので、この内容についてご審議をお願いいたしたいと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  それでは、議案１ページをごらんください。農地法第５条第１項の規定によ

る許可を要する農地の買受適格証明願書です。 

     【議案第１号説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ２番  ６月 15日に川西事務所の担当者と一緒に現場の確認をしてきました。この
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農地というのがちょうど中庭にあるど真ん中で宅地に挟まれておりました。そ

れが畑ですと、次からの作業、建物とかを建てるときにちょっと不都合だとい

うことで、申請を出したそうです。現場に行きましたが、ちょっと草がすご過

ぎてわかりませんでした、大体のところはわかりましたけど。屋根のほうも大

分崩れており、地域の皆様と銀行の方との相談の上、競売に参加したというこ

とでした。よろしくお願いします。 

村山議長 では、この買受適格者証明につきまして、皆さん今担当委員より説明ござい

ましたが、ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めてお諮りいたします。 

     この買受適格証明願書につきまして、適格であるということで許可すること

に決定いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 ありがとうございます。では、次に進ませていただきます。 

     続きまして、議案第２号「農地法の許可に対する事業計画変更承認申請につ

いて」、１件出されております。この内容についてご審議をお願いしたいと思

います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案２ページの議案第２号をごらんください。今月は農地法の許

可に対する事業計画変更承認申請が１件あります。農地転用の許可後に転用の

目的達成は困難で、転用できなくなった理由にやむを得ない事情があり、新た

に転用目的が適正である場合には、事業計画変更の承認を受ける必要がありま

す。 

     【議案第２号、５番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして担当委員より説明願います。 

 ８番  両者に電話で確認してまいりました。記載内容のとおり間違いありません。

それで場所が○○小学校の前のほうに墓地があるのですが、その西側で、ちょ

うど△△さんの家の隣の土地でした。既にもう畑として使われておりました。

以上、よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、この案件につきまして、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 
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村山議長 異議なしということで、特にないようですので、改めてお諮りいたしたいと

思います。 

     「農地法の許可に対する事業計画変更承認申請について」、この１件につい

て許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょう

か。 

     （異議なし） 

村山議長 全員異議なしということでございますので、そのように決定させていただき

ます。 

     続きまして、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

９件の申請が出ております。この内容についてご審議をお願いいたします。 

     では、事務局より説明願います。 

事務局  それでは、議案３ページの議案第３号をごらんください。今月の農地法第３

条の許可申請は９件です。 

     それでは、本会議の農地法第３条の許可申請ですが、農地法第３条第２項各

号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 

     【議案第３号、３６番朗読】 

村山議長 では、36番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２１番  両者確認してまいりました。場所も確認しました。場所は、○○○○という

老人ホームがありますが、その建物の隣の畑でした。△△さんについて、ちょ

っと耕作できないということで、荒らしておくとよくないということで、□□

さんから耕作してもらうということで話がついたそうです。以上です。 

村山議長 では、この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 37番説明願います。 

     【議案第３号、３７番朗読】 

村山議長 では、これにつきまして担当委員説明願います。 

１６番  両者に確認してまいりました。報告第２号の 18条解約の 79番も含む集落の

家の周りも含めて、○○さんがもう処分したいということで、２万円という対

価で買っていただいたそうです。以上です。ひとつよろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、では 38番説明願います。 

     【議案第３号、３８番朗読】 

村山議長 では、担当委員説明願います。 

１５番  両者に確認してまいりました。○○さんには直接会いまして、△△さんには

電話で確認させていただきました。△△さんの父親がこちらのほうへ住んでい

らっしゃいまして、その財産を自分のほうで遺産として受け取って、それを今

回○○さんのほうへ売りたいということの案件でありました。２人は同級生で

もありまして、田んぼの２枚は□□さんとの強化法の解約となっております。

ほかは宅地で、家の近くにあったもので、その周りの畑も含めて売買するとの

ことでありました。以上、議案書のとおり間違いございませんでしたので、よ

ろしくお願いいたします。 

村山議長 38番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 よろしいでしょうか。 

     では、次に 40番説明願います。 

     【議案第３号、４０番朗読】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

１０番  受け人の○○さんには電話で確認し、△△さんには面談の上確認してまいり

ました。場所は、この○○さんの自宅前に車庫があるんですけれども、その裏

手ぐらいにございました。ちょうど基盤整備して道路が分断されて、この畑と

周辺の隣地も一緒に買ってくれということで、売買が成立したそうです。以上

です。よろしくお願いします。 

村山議長 では、この 40番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では 41番説明願います。 

     【議案第３号、４１番朗読】 

村山議長 では、41番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２１番  両者確認してまいりました。場所は、○○さんの住宅の横の畑と続いている

場所でした。△△さんは親が生きているうちは畑を耕作していたんですけども、

娘になってから耕作できないということで、こういう話になったそうです。以

上、記載どおり間違いありませんでした。 
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村山議長 41番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 42番説明願います。 

     【議案第３号、４２番朗読】 

村山議長 では、42番につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  両者に電話で確認してまいりました。記載のとおり間違いありません。よろ

しくお願いします。 

村山議長 では、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では 43番説明願います。 

     【議案第３号、４３番朗読】 

村山議長 では、43番につきまして、担当委員説明願います。 

２３番  ○○さんのほうから事前に売り渡すということで相談を受けていたんです

けども、△△さんのほうにも確認してまいりました。△△さんは県道沿いに家

があるんですけども、その裏のほうにある畑です。○○さんがやっていたんで

すけども、畑に入る道路がないんで、この際△△さんのほうの屋敷続きだった

んで、売り渡すということになったそうです。あと記載どおりでした。よろし

くお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では 44番説明願います。 

     【議案第３号、４４番朗読】 

村山議長 では、44番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  両者に電話で確認してまいりました。記載のとおり間違いありません。よろ

しくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 45番説明願います。 

     【議案第３号、４５番朗読】 
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村山議長 では、45番について、担当委員説明願います。 

１８番  両者に会って確認したところ、○○さんのお宅を△△さんのせがれさんが買

うということで、それに伴って△△さんがその自宅裏の畑をやるということで

買われたということです。以上です。よろしくお願いします。 

村山議長 45 番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、それではただいま議案第３号「農地法第３条の規定

による許可申請について」、９件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいた

します。 

     この９件につきまして、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 全員異議なしということでございますので、そのように決定させていただき

ます。 

     続きまして、議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

１件の申請が出ておりますので、この内容につきましてご審議をお願いいたし

たいと思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案６ページの議案第４号をごらんください。今月の農地法第４

条の許可申請は、１件です。 

     【議案第４号、６番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  場所は、川治の上町というところで、○○○○から東のほうに向かった市道

に面しているところなんですけども、14 日に事務局と一緒に現地を確認し、

そしてその後、本人にも会いまして確認をとってまいりました。記載のとおり

間違いございませんでした。その市道よりも 10ｍぐらい入ったところに家を

建てるんですが、何でこんなふうにするんだといったら、入り口のほうが危険

地域ということで許可がおりなかったんで、道路より下がらざるを得なかった、

そんな話を聞きました。以上、記載のとおり間違いございませんでした。よろ

しくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございますでし
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ょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 意見、質問ないようですんで、改めてお諮りいたしたいと思います。 

     「農地法第４条の規定による許可申請について」、１件許可することに決定

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

９件の申請が出ておりますので、この内容についてご審議をお願いいたしたい

と思います。 

     では、事務局説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、議案７ページの議案第５号をごらんください。今月の農地法第５

条の許可申請は９件です。 

     【議案第５号、３６番朗読後、説明】 

村山議長 では、36番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１３番  場所は、下条の桑原で、昨年末をもって営業をやめた○○○○というのがあ

るんですが、その○○○○から西へ 60ｍほど行った場所に位置しております。

渡し人は以前より住宅用地と、それから畑として２筆を貸しておりました。そ

こで、借地人が亡くなりまして、借地人の兄弟、弟と妹がいるそうですが、住

宅を処分したいと。ついては、裏の畑も今回の申請地裏の畑なんですが、住宅

の裏手で要するに住宅の脇から簡単に後ろの畑に行ける状況ではない、道がな

いという状況でございます。そんなことで、農地として単独で利活用が非常に

困難な場所だというふうに判断しました。それで、６月 14日に市の担当者と

現場を確認し、渡し人には６月 17 日に訪問して確認し、受け人には６月 19

日に電話で事実確認を行いました。以上ですが、よろしくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 37番説明願います。 

     【議案第５号、３７番朗読後、説明】 

村山議長 では、37番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ２番  この案件は、○○さんの父親と△△さんとの間で結ばれたものだそうです。
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平成 14年に木落地区で市道が拡幅され、そのときに○○さんの車庫がひっか

かってしまって、車庫の行き場がなく、この△△さんがここならどうかという

ことで、車庫を建ててしまったということです。始末書のほうも提出されてお

ります。よろしくお願いします。 

村山議長 この案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問

ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 38番説明願います。 

     【議案第５号、３８番朗読後、説明】 

村山議長 では、38番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２３番  ６月 14日に川西事務所の担当者と現場確認してきました。場所は、県道と

国道 252号線の交差点の近くの国道沿いの端でした。現況は畑になっておりま

すけども、ものすごく草が茂った状態で、草をボランティアの方が刈って使用

して、使用した後はまた元に戻すということでした。○○さんのほうは直接行

って確認してきました。実行委員のほうは観光交流課のほうへ電話して確認し

ました。以上、記載どおりですが、よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 39番、40番と関連のようでご

ざいますので、続いて説明願います。 

     【議案第５号、３９番、４０番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  ６月 18日に川西事務所の担当者と現地を確認してきました。この山野田の

250番地と 251の１番地は、隣り合わせの土地で、県道沿いに○○○○さんの

会社の建物があるんですが、そこから少し入ったところにありました。△△さ

んには電話で確認して、○○○○さんは現地で担当の人に確認しました。□□

□□さんは、会社を訪れて確認してまいりました。以上、よろしくお願いしま

す。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。よろしいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 
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村山議長 特に質問ないようですので、では次に、41番説明願います。 

     【議案第５号、４１番朗読後、説明】 

村山議長 では、担当委員説明願います。 

２４番  ６月 25日事務局局長と現地を確認しました。場所は、国道 117号線沿いの

七川橋に○○○○さんの事務所がありますが、その敷地の七川上流側に隣接し

たところになります。譲り渡し人の△△さんは、○○○○の社長になります。

社長を訪問しまして、内容を確認しました。記載どおり間違いありませんでし

た。よろしくお願いします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 42番説明願います。 

     【議案第５号、４２番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  この場所は、十日町市役所の後ろのほうにある○○○○のところです。今あ

る場所の土地続きで、後ろのほうにある田んぼを譲り受けたいということでご

ざいました。○○○○のほうには、電話で確認し、渡し人の△△さんのほうに

も何度か行ったんですけど、なかなか行き会えなくて、何回目だか電話したら

本人じゃなく、ご長男に電話でもって通じることができまして、本人は今高崎

のほうに行っているそうです。それで、この内容はよく親子で話し合って理解

しているということでもって、この内容を説明したところ間違いないというこ

とで確認してまいりました。以上です。 

村山議長 では、この 42番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょ

うか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 43番説明願います。 

     【議案第５号、４３番朗読後、説明】 

村山議長 では、43番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  ○○さんのほうは直接会いまして話を聞いたところ、１年間の契約でござい

ます。契約が過ぎたらまた田んぼに戻してもらえば耕作するよという、非常に

意欲を持っている方でした。△△△△さんのほうに確認したところ、１年間借

りて、またちゃんと元にして返す、確認をとってまいりました。よろしくお願
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いいたします。 

村山議長 担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では 44番説明願います。 

     【議案第５号、４４番朗読後、説明】 

村山議長 では、44番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１８番  この２人は、祖父と孫の関係となっておりまして、２人に確認したところ間

違いないということでしたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では「農地法第５条の規定による許

可申請について」、９件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいたします。 

     この９件につきましては、許可することに決定いたしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきます。 

     では、大分時間も過ぎたので、ここで暫時休憩を入れたいと思います。 

      休憩（１４:２７～１４:４２） 

村山議長 ただいまより議事を再開いたしたいと思います。 

     では、日程第４の議案第６号「農業経営基盤強化促進法第 18条１項の規定

による十日町市農用地利用集積計画について」でございます。新規設定、再設

定、そして所有権移転含めて 31件が出されております。この利用集積計画に

ついては、所有権移転４件を含む新規設定 22件と借り手変更１件を含む再設

定９件、計 31件ということになっておりますので、この審議につきましては、

事務局の読み上げを行わず、順番に担当推進委員の皆さんから確認報告をお願

いいたし、最後に一括して質問、ご意見を受け付けるという方法で進めさせて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 それでは、まず概要について事務局より説明願います。 

事務局  それでは、議案 10ページの議案第６号をごらんください。今月の農用地利

用集積計画についての案件は、新規の利用権設定が 18件、所有権移転が４件、
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利用権の再設定が９件で、合計が 31件でした。以上の計画要請の内容は、農

業経営基盤強化促進法第 18条第３項の各要件を満たしていると考えます。以

上です。 

村山議長 では、順番に確認報告をお願いしたいと思います。 

     では、613番、614番、担当推進委員さん確認報告をお願いいたします。 

(推)２８番 この２件につきまして報告いたします。 

      両者に電話で確認いたしました。記載のとおり間違いのないことを確認い

たしました。よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、次に 616番。 

(推)３３番 ○○さんと現場を見ていきまして、間違いないということでしたし、△△

さんのほうは、具合が悪いということで、お兄さんの□□さんという方にお話

を聞きました。記載どおり間違いないということでございました。 

村山議長 では、618番お願いします。 

(推)３３番 先回のときもありました。ここ黒倉地域エデンの花畑というところの今ず

っと使っていなかったところがありまして、そこに○○さんが果樹を植えたい

という話で、記載のとおり果樹畑をつくりたいということでした。何種類も覚

え切れないほどの梅だの、桃だの何か少しずつ植えてみたいという話も聞きま

したし、松之山の支所のほうにも話を聞いて確認いたしました。よろしくお願

いいたします。 

村山議長 次に、620番。 

(推)２１番 ○○さんにおきましては、電話で確認いたしました。記載のとおりであり

ました。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次、621番。 

 ２番  担当の 18番推進委員さんから記載のとおり間違いないということを連絡来

たので、ご報告いたします。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、622番。 

(推)３３番 32番推進委員が都合が悪いということで、私が話しさせてもらいます。 

     この案件は親子で経営移譲をしたときに少しし損ねたものがあったそうで、

その残っていたのを今回させてもらうという案件した。お互いに相違ないそう

ですので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、625番。 

(推)３０番 受け手の○○さん及び出し手の△△さんの息子さんのほうに電話で双方
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確認しました。内容のほう間違いございませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、関連ですので、627番、628番、629番、630番、631番、お願いしま

す。 

(推)１２番 ○○○○さんが鉢の大地ですか、ここにソバをつくりたいということで、

双方に確認してまいりましたけども、記載のとおり間違いございませんので、

ご報告申し上げます。以上です。 

村山議長 次に、632番、633番。 

(推)２０番 ○○さんのところには行って聞いてきましたし、△△さんには電話で確認

しました。あと□□□□にも行って確認したところ、記載のとおり間違いなか

ったので、よろしくお願いします。 

村山議長 次に、634番。 

１５番  担当の 32番推進委員は、きょう欠席するということで、かわりにお伝えい

たします。 

     両者に確認してまいりました。記載のとおり間違いないそうです。今まで○

○さんが作っていられたのですけれども、収穫が集中することと、自分の販路

をまた△△△△さんのほうに、売るのをお願いしていたような状態もありまし

て、それで今度△△△△さんから耕作もさせていただきたいということで話が

あり、今回の新規契約ということになりました。一応登記地目は田んぼにもな

っていますけれども、全て畑で枝豆とか、ソバとか作っていられるそうです。

よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、635番。 

(推)２０番 この案件は、先月もあった続きのような案件ですので、よろしくお願いし

ます。 

村山議長 次に、639番、640番、641番。 

(推)３番 これは、受け人が３件とも同一人でございますので、続けて読み上げたいと

思います。これ３人とも所有権移転売買でございます。そういうことで、受け

人が○○さん、あと３人が△△さんと、それから□□さんと、それから◎◎さ

ん、全部これは所有権移転売買でございます。そして、私確認に行ってきたん

ですが、場所が城之古の下島というところで、信濃川沿いでございます。以前

ここは基盤整備して、昔のことでほとんどが３畆、５畆だという区画整理され

たんですけども、今の大型の機械とか、トラックとか、そういう機械が入らな

いということで、この場所については今年換地を先にやって、来年収穫後再圃
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場整備と、こういうことになったそうでございます。以上でございます。よろ

しくお願いします。 

村山議長 次に、642番。 

(推)１２番 先ほどの件と同じでございまして、○○○○さんが△△さんから借りてソ

バを作るということでございます。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、617番。 

(推)３１番 これ借り手変更です。○○さんのおじいさんの名前になっていたのを今度

○○さんの名前にするという、そういうことだそうです。双方とも電話で確認

しました。この書面どおり間違いないことを確認したので、よろしくお願いし

ます。 

村山議長 次に、615番お願いします。 

(推)２４番 615番の案件、確認とれまして、こちら○○さんと△△さんとの契約です

が、年金をもらうための使用貸借権の設定の更新ということで、２人に確認と

れましたので、ご報告申し上げます。 

村山議長 ありがとうございました。 

     では、これで議案第６号につきまして、確認報告全ていただいたわけですが、

では、全般を通して皆さんからご意見、ご質問ございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 では、議案第６号の「農用地利用集積計画について」、ただいま借り手変更

を含む再設定含めて 31件の確認が終わりましたので、異議なしということで

ございますので、そのように回答させていただくということでよろしいでしょ

うか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、続きまして日程第５、農用地利用配分計画（案）に対する意見という

ことでございます。議案第７号「農用地利用配分計画（案）に対する意見につ

いて」ご審議をいただきたいと思います。 

     では、これにつきまして、事務局説明願います。 

事務局  議案 18ページの議案第７号をごらんください。議案の左側は農林課からの

平成 30年６月 11日付十農林第 437号、農地利用配分計画（案）の意見聴取に

ついての記載と、右側にはそれに対する農業委員会の意見案を記載しておりま

す。また、次の 19ページには、農用地利用配分計画（案）となっております。
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先ほど議案第４号の農用地利用集積計画についてご審議をいただきました中

に、農地中間管理機構経由で貸したいものが１件ありました。その１件の借り

受け者の一覧が農用地利用配分計画（案）にございます。左から２列目に強化

法ナンバーとありますとおり、こちらの番号が議案書の農用地利用集積計画の

受け付け番号で、その右側へ順に土地の所有者、借り受け者の住所、借り受け

者の氏名、応募者リストナンバーを表示、一番右側に口座振込日を表示してお

ります。農用地利用配分計画（案）に対する意見については、土地の効率的か

つ総合的な利用を図る観点から、異議ないものと認めますとして、農林課に送

付したいと思いますが、ご審議をお願いします。 

村山議長 ただいま事務局より説明がございましたが、この件につきまして、ご質問、

ご意見等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしというような声でございますので、改めてお諮りいたしたいと思い

ます。 

     農用地利用配分計画（案）に対する回答は、異議なしで回答いたしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、異議なしということで決定させていただきます。 

     続きまして、その他ということで、何かこの機会に情報提供なりございまし

たら、特にないでしょうか。 

     （発言なし） 

村山議長 では、これで議案全て終了いたしましたので、これで総会を閉じさせていた

だきたいと思います。

 


